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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ソーシャルネットワークを形成するために、位
置ベースサービスを提供する。
【解決手段】無線端末７０１から機能を起動することと
、無線端末７０１から、機能に関連した位置ベースのサ
ービスに登録することと、機能のユーザプロフィール７
０９を作成することと、ユーザプロフィール７０９に基
づいて、及び無線端末７０１の地理的位置に基づいて広
告を表示することとを含む。機能のアクティブなユーザ
と、広告のスポンサーとを地理的に位置決めするために
全地球測位システム（ＧＰＳ）が使用される。広告は、
アクティビティ地図上に表示された広告スポンサーと無
線端末７０１の地理的位置に基づいて表示される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末上に広告を提供する方法であって、
　無線端末から機能を起動することと、
　前記無線端末から、前記機能に関連した位置ベースサービスに登録することと、
　前記機能のユーザプロフィールを作成することと、
　前記ユーザプロフィールに基づいて、及び前記無線端末の地理的位置に基づいて広告を
表示することと
を含む方法。
【請求項２】
　前記無線端末の地理的位置は、全地球測位システム（ＧＰＳ）に基づく請求項１の方法
。
【請求項３】
　前記機能にアクティビティ地図を関連付けることを更に含み、
　前記無線端末の地理的位置に基づいて広告を表示することは、前記関連付けられたアク
ティビティ地図上に表示されている無線端末に基づく請求項１の方法。
【請求項４】
　前記機能のユーザプロフィールを作成することは、前記機能を起動するユーザのプロフ
ィールを作成することを含む請求項２の方法。
【請求項５】
　前記機能のユーザプロフィールを作成することは、所望のプロフィールを作成すること
を含む請求項２の方法。
【請求項６】
　前記所望のプロフィールを作成することは、所望の候補の特徴を特定することを含む請
求項５の方法。
【請求項７】
　前記所望の候補の特徴を特定することは、前記候補のユーザ定義された特徴を特定する
ことを含む請求項６の方法。
【請求項８】
　前記候補を選択することを更に含む請求項７の方法。
【請求項９】
　前記候補に前記選択を通知することを更に含む請求項８の方法。
【請求項１０】
　前記通知することは、行動の提案を示唆する請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記候補が、前記行動の提案を受諾することを可能にすることを更に含む請求項１０の
方法。
【請求項１２】
　前記受諾に応答して広告を表示することを更に含む請求項１１の方法。
【請求項１３】
　無線端末上で機能を起動する手段と、
　前記無線端末から、前記機能に関連する位置ベースサービスに登録する手段と、
　前記機能のユーザプロフィールを作成する手段と、
　前記ユーザプロフィールに基づいて、及び前記無線端末の地理的位置に基づいて広告を
表示する手段と
を備える無線端末。
【請求項１４】
　コンピュータによって実行可能な命令からなるプログラムを具体化するコンピュータ読
取可能媒体であって、
　無線端末から機能を起動するコンピュータ読取可能プログラムコード手段と、
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　前記無線端末から、前記機能に関連する位置ベースサービスに登録するコンピュータ読
取可能プログラムコード手段と、
　前記機能のユーザプロフィールを作成するコンピュータ読取可能プログラムコード手段
と、
　前記ユーザプロフィールに基づいて、及び前記無線端末の地理的位置に基づいて広告を
表示するコンピュータ読取可能プログラムコード手段と
を備えるコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１５】
　位置ベースサービスで使用される無線端末であって、
　アンテナと、
　位置情報を含む無線信号を前記アンテナから送受信するように構成された全地球測位シ
ステム受信機と、
　ターゲット広告を含む位置ベースサービスアプリケーションを、前記位置情報に基づい
て操作するように構成されたプロセッサと
を備える無線端末。
【請求項１６】
　前記位置情報に基づいて広告を表示するように構成されたディスプレイを更に備える請
求項１５の装置。
【請求項１７】
　前記広告は、移動期間中及び待機期間中に表示される請求項１６の装置。
【請求項１８】
　前記ターゲット広告は、時刻に基づく請求項１５の装置。
【請求項１９】
　前記全地球測位システム受信機は、前記位置情報をＧＰＳ衛星から受信する請求項１５
の装置。
【請求項２０】
　広告サーバであって、
　広告コンテンツを格納する手段と、
　ユーザのプロフィール及び位置に基づいて、無線端末に前記広告コンテンツを配信する
手段と
を備える広告サーバ。
【請求項２１】
　前記広告コンテンツを配信する手段は、無線端末ユーザが使用しているアプリケーショ
ンのタイプにのみ依存する請求項２０の広告サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に通信に関し、特に、位置決めを行い、位置情報を提供し、無線端末上
に広告を提供するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの場合、無線ユーザの位置を知ることは望ましい。実際、それはしばしば必要とな
る。例えば、連邦通信委員会（ＦＣＣ）は、無線端末から９１１通話がなされる毎にPubl
ic Safety Answering Point（ＰＳＡＰ）に無線端末の位置が提供されることを必要とす
る高度な９１１（Ｅ－９－１－１）無線サービスに対する報告及び要求を採用した。この
ＦＣＣの命令に加えて、ネットワークオペレーター／サービスプロバイダは、位置ベース
のサービスを利用する様々なアプリケーションをサポートすることができる。そのような
サービスは、無線端末の位置を提供する。「アプリケーション」は、位置情報で構成され
る特定の用途を指す。しばしばアプリケーションは、無線端末内のプロセッサ、あるいは
無線端末と通信している無線インフラストラクチャーネットワーク内にあるプロセッサに
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よって実行されるコンピュータソフトウェアで実現される。この情報を使用するアプリケ
ーションは例えば、位置に影響される課金、アセットトラッキング、アセットモニタリン
グ及び回収、フリート及びリソース管理、個人位置サービス等を含みうる。個人位置サー
ビスのアプリケーションのいくつかの具体例は、（１）位置に基づいて、無線端末にロー
カルの地図を提供すること、（２）無線端末の位置に基づいて施設（例えばホテルまたは
レストラン）の提案をすること、及び（３）無線端末の位置から、提案された施設までの
道案内を提供することを含む。
【０００３】
　位置ベースサービスのためのシステム及び方法の一例は、２００４年１月３０日に出願
され、本明細書の譲受人に譲渡され、本明細書において参照により明確に組み込まれてい
る"Location Based Service (LBS) System, Method and Apparatus For Authorization O
f Mobile Station LBS Applications"と題された米国特許出願１０／７６９，４２０で見
られる。
【０００４】
　ＬＢＳによる広告は、無線端末ユーザの特徴及び位置をターゲットとして広告する際に
役に立つであろう。従って、位置決めを行い、位置ベースサービス（ＬＢＳ）アーキテク
チャによって位置情報を提供し、無線端末ユーザの特徴及び位置に基づきターゲット広告
を表示するシステム及び方法に対するニーズがある。
【発明の概要】
【０００５】
　ある局面では、位置ベースサービスを提供し、ソーシャルネットワークを形成する方法
は、無線端末から機能を起動することと、この機能に関連した位置ベースサービスに、無
線端末から登録することと、この機能のユーザプロフィールを作成することと、このプロ
フィールに基づき、及び無線端末の地理的位置に基づき広告を表示することとを含む。
【０００６】
　ある局面では、無線端末の地理的位置は、全地球測位システム（ＧＰＳ）に基づく。あ
る局面では、表示される広告は、この機能に関連したアクティビティ地図上に表示されて
いる広告スポンサーに基づく。
【０００７】
　ある局面では、無線端末は、無線端末上で機能を起動する手段と、この機能に関連した
位置ベースのサービスに、無線端末から登録する手段と、この機能のユーザプロフィール
を作成する手段と、このプロフィールに基づき、及び無線端末の地理的位置に基づき広告
を表示する手段とを備える。
【０００８】
　ある局面では、コンピュータによって実行可能な命令からなるプログラムを組み込んだ
コンピュータ読取可能媒体は、無線端末から機能を起動するコンピュータ読取可能プログ
ラムコード手段と、この機能に関連した位置ベースサービスに、無線端末から登録するコ
ンピュータ読取可能プログラムコード手段と、この機能のユーザプロフィールを作成する
コンピュータ読取可能プログラムコード手段と、このプロフィールに基づき、及び無線端
末の地理的位置に基づき広告を表示するコンピュータ読取可能プログラムコード手段とを
備える。
【０００９】
　本発明の様々な実施形態が示され、例示によって説明されている以下の詳細説明から、
本発明の他の実施形態が、当業者に容易に明らかになることが理解されよう。理解される
ように、本発明は、他の実施形態及び異なる実施形態も可能であり、その幾つかの詳細は
、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、他の様々な観点において変形することが
可能である。従って、図面及び詳細説明は、本質における例示とみなされるものであって
、限定とみなされるものではない。本発明の様々な局面及び実施形態が、以下により詳細
に記載される。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】図１は、実施形態に従った無線ネットワークを用いて無線リンクによって通信す
る無線端末の簡略ブロック図である。
【図２】図２は、実施形態に従った無線端末の構成要素の簡略ブロック図である。
【図３】図３は、実施形態内で使用されるプロトコルスタックの例の概略図である。
【図４】図４は、実施形態に従ったＱｓｏｃｉａｌユーザのための３つの可能な選択を表
示しているハンドセットを示す。
【図５】図５は、地理的領域内のアクティブな男性及び女性を表示するインスタントデー
トに使用されるアクティビティ地図を示す。
【図６】図６は、実施形態に従って位置ベースのサービスを提供しソーシャルネットワー
クを作成する方法のための一般的なフローチャートを示す。
【図７】図７は、ターゲット広告を用いてソーシャルネットワークを作成するための位置
ベースサービスシステムの機能ブロック図を示す。
【図８】図８は、実施形態に従って、位置ベースサービスを提供し広告を表示する方法の
一般的なフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　開示する方法及び装置は、同じキャラクタが同じ要素を示す図面と連携した場合、以下
に示す詳細記述からより明らかになるであろう。
【００１２】
　図１は、実施形態に従って無線端末１０１と、基地局１０４を含む無線通信ネットワー
ク１０３と、モバイル位置決めセンタ（ＭＰＣ）１０６及び位置決め機器（ＰＤＥ）１０
７を備える位置ベースシステム１０５と含むシステム１００を例示する簡略ブロック図で
ある。無線端末１０１は、位置ベースサービス（ＬＢＳ）アプリケーションを実行できる
任意の無線デバイスでありうる。本明細書の目的のため、ＬＢＳアプリケーションは、任
意のプログラム、アプレット、ルーチン、あるいは他のそのようなコンピュータにより実
現されるアルゴリズムを含む。このアルゴリズムは、アプリケーションが動作している無
線端末の位置か、別の無線端末の位置かの何れかを用いて、ユーザに情報又はサービスを
提供する。そのようなＬＢＳアプリケーションの例は、１）別の人によって操作されてい
る無線端末の位置を識別し、ＬＢＳクライアント（すなわち、ＬＢＳサービスを要求して
いる人）が、適切に装備された無線端末を用いて、この別の人を位置決めすることを可能
にすること、２）例えばＡＴＭやレストランなど、近くの製品又はサービスアウトレット
を位置決めし、そのアウトレットへの道案内をユーザに提供すること、３）適切に装備さ
れた無線端末を追跡すること等を行うことが可能なプログラムを含む。ＬＢＳアプリケー
ションを実行できる無線デバイスの例は、セルラ電話、無線モデム、個人情報管理ソフト
（ＰＩＭ）、携帯情報端末など（ＰＤＡ）等を含む。
【００１３】
　図１に示すように、無線端末１０１は、無線リンク１０２によって無線ネットワーク１
０３と通信する。無線ネットワーク１０３は、無線リンク１０２によって無線端末１０１
と情報を送受信できる少なくとも基地局１０４を含んでいる。本開示の目的で、基地局１
０４は、無線ネットワーク１０３の他の様々な構成要素を含んでいる。それらは簡略のた
めに図示されていないが、例えば基地局コントローラ（ＢＳＣ）、モバイル交換局（ＭＳ
Ｃ）等である。
【００１４】
　基地局１０４は、限定される訳ではないがケーブル、マイクロ波リンク、衛星通信リン
ク等の通信媒体によってＭＰＣ１０６に接続されている。同様に、ＭＰＣ　１０６も通信
媒体によってＰＤＥ　１０７に接続される。
【００１５】
　図２は、実施形態に従った無線端末１０１の構成要素の簡略ブロック図である。図２に
示す無線端末１０１は、トランシーバ２０１、全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機ハー
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ドウェア２０２、プロセッサ２０３、アプリケーションメモリ２０５、汎用メモリ２０７
、アンテナ２１１，２１２を含んでいる。トランシーバ２０１はアンテナ２１１から無線
信号を送受信する。ＧＰＳ受信機ハードウェア２０２は、アンテナ２１２から位置情報を
含む無線信号を送受信する。
【００１６】
　プロセッサ２０３は１つのブロックとして示される。しかしながら、プロセッサ２０３
によって実施されるとして開示する機能は、協調あるいは独立の何れかで動作するディス
クリートなプロセッサの集合によって実行されることが当業者によって理解されるべきで
ある。従って、そのようなプロセッサの集合は、開示する機能を実行するために共に結合
されるか、あるいは互いに完全に独立して動作するかの何れかである。更に、代替実施形
態に従って、アプリケーションメモリ２０５及び汎用メモリ２０７は、これらの２つのメ
モリ２０５，２０７に格納されるとして本明細書で記載された情報を格納する単一のメモ
リデバイスへ結合されるかもしれない。また別の代替実施形態では、無線端末１０１は、
無線端末１０１内で情報を格納する責任を共有するいくつかの独立した追加メモリデバイ
スを含むかもしれない。
【００１７】
　プロセッサ２０３は、プロトコルスタックとして協調動作するいくつかの機能を含む。
図３は、実施形態内で使用されるプロトコルスタックの一例を示す概略図である。本開示
の目的では、プロトコルスタックは、ともに動作するソフトウェアルーチン又はプログラ
ム命令の任意のセットである。これらは一般に、１つのルーチンが構築され、別の下層レ
ベルのルーチン又はプログラムの機能を用いる。図３のプロトコルスタック内の第１の機
能は、オペレーティングシステム３０１である。オペレーティングシステム３０１は、他
の機能がそれを基礎とする基本的な機能である。すなわち、オペレーティングシステム３
０１は、プロセッサ２０３内で実行される他の機能によってアクセスされ使用される機能
を含んでいる。実施形態に従うと、オペレーティングシステム３０１は、Binary Run-tim
e Environment for Wireless（ＢＲＥＷ）オペレーティングシステムである。代替実施形
態では、オペレーティングシステム３０１は、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ
）システムである。別の代替実施形態では、オペレーティングシステムは、ショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）オペレーティングシステムである。また別の代替実施形態では
、オペレーティングシステムは、Ｊａｖａ（登録商標）オペレーティングシステム等であ
る。Ｊａｖａは、サンマイクロシステムズのオペレーティングシステムの登録商標である
。当業者であれば、使用される具体的なオペレーティングシステムは、位置決めを実行し
、位置決めベースサービス（ＬＢＳ）アーキテクチャによって位置情報を提供する本開示
の方法及び装置に直接関係していないことを理解するであろう。
【００１８】
　実施形態に従って、ＬＢＳアプリケーション３０３は、オペレーティングシステム３０
１上で動作する。一例として、ＬＢＳアプリケーション３０３は、例えばキーボードやタ
ッチスクリーンのような従来式のデータ入力デバイスによって無線端末ユーザから情報を
受け取るため、ユーザインタフェース機能にアクセスして利用する。ＬＢＳアプリケーシ
ョンはまた、ＬＣＤディスプレイスクリーンによって無線端末ユーザへ情報を返すために
、オペレーティングシステム機能にアクセスして利用する。
【００１９】
　ＬＢＳアプリケーションの１つの機能は、無線端末ユーザに無線端末を位置決めする機
能を与えることと、無線端末の近くにどんな興味のあるポイントやサービスアウトレット
（例えば、店舗、ＡＴＭ、レストラン、博物館等）があるのかを判定することと、無線端
末の位置と、具体的なサービスアウトレット及び興味のあるポイントの位置との知見に基
づいて、ユーザに対してナビゲーション指示と地図とを提供することである。
【００２０】
　ＬＢＳアプリケーション３０３は、位置決めエンジン３０５にアクセスすることにより
無線端末１０１を位置決めする。位置決めエンジン３０５は、無線端末１０１の位置を決
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定することができる任意の機能でありうる。実施形態では、位置決めエンジン３０５は、
全地球測位システム（ＧＰＳ）システムのコンポーネントである。この例において、位置
決めエンジン３０５は、無線端末１０１の位置決めをする目的で、無線端末が（ＧＰＳ受
信機ハードウェア２０２とともに）、ＧＰＳ衛星から情報を受信することを可能にするＧ
ＰＳ受信機機能を含む。
【００２１】
　更に、実施形態では、位置決めエンジン３０５は、支援情報を要求し、ＰＤＥ　１０７
から支援情報を受け取る。例えば、実施形態では、無線端末は、どの衛星が「見える」か
に関する情報を要求する。衛星が見える場合、無線端末１０１はその衛星から情報を受け
取り、復調ができるに違いない。
【００２２】
　さらに、無線端末１０１は、見える衛星の位置に関する情報と、見える衛星から得られ
た情報を用いて無線端末１０１の位置を計算する際に使用される補正係数に関する情報と
、見える衛星から信号を受け取る際に、無線端末１０１が遭遇するかもしれないドップラ
ーシフトの量に関する情報と、その他の必要な情報とを要求とするかもしれない。無線端
末１０１は、この情報によってより迅速に衛星を検知し、かつ「捕捉」する。衛星の捕捉
とは、無線端末１０１が衛星から送信される信号を受信し、衛星によって送信された信号
について変調された情報を無線端末１０１が解釈するために、無線端末１０１内のローカ
ルタイミングで受信した情報を揃える処理を指す。
【００２３】
　図３はまた、実施形態に従った伝送コントロールプロトコル／インターネットプロトコ
ル（ＴＣＰ／ＩＰ）ラッパ３０７を示す。ＴＣＰ／ＩＰラッパ３０７は、周知のＴＣＰ／
ＩＰ通信プロトコルに従ってメッセージを送受信することをサポートをするプロトコルレ
イヤである。従って、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルに従って無線端末１０１によって送信され
ることになっている情報は、ＴＣＰ／ＩＰラッパ３０７に渡される。そして、この情報が
送信されることになっている他のデバイスが、無線端末１０１によって送られた情報を受
信し、解釈できるように、ＴＣＰ／ＩＰラッパ３０７は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル仕様に
従ってこの情報を適切にフォーマットする。
【００２４】
　一旦ＴＣＰ／ＩＰラッパ３０７がこの情報をフォーマットすると、フォーマットされた
情報は、ＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０９に渡される。ＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０９は、ＴＣＰ／
ＩＰプロトコル（つまり、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルに従って、送信デバイスと受信デバイ
スとの間で起こるハンドシェイクを構成するメッセージの要求／応答手順）に従ってこの
情報を送信する。
【００２５】
　Ｑｓｏｃｉａｌは、無線マルチメディアサービス及び高速データサービスを組み合わせ
たＬＢＳアプリケーションである。実施形態では、Ｑｓｏｃｉａｌは、オンラインデート
アプリケーションである。オンラインデートアプリケーションとしてＱｓｏｃｉａｌを使
用して、ユーザは、Ｑｓｏｃｉａｌのマルチメディア機能及び位置ベースサービスを用い
てソーシャルな約束をアレンジすることができる。
【００２６】
　Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、別のＱｓｏｃｉａｌユーザとインスタントなデートをアレン
ジすることもできる。そのようなアレンジは、ソーシャルネットワークを形成するだろう
。ソーシャルネットワークは、ソーシャルな目的によってつながれた複数のユーザである
。
【００２７】
　実施形態に従うと、インスタントデートは、Ｑｓｏｃｉａｌユーザのプロフィール及び
位置に基づいて自発的にアレンジされうる。例えば、ベティーとジェーンは、ナイトクラ
ブ地区で夜を過ごしているかもしれない。彼らは、デートをしたら楽しいと思うであろう
。実施形態に従うと、彼らは、Ｑｓｏｃｉａｌのインスタントデート機能を使用し、積極
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的にデートしたいことを登録する。
【００２８】
　Ｑｓｏｃｉａｌサーバは、以前に格納されて与えられた彼らのプロフィールにアクセス
する。あるいは、Ｑｓｏｃｉａｌサーバは、彼らのプロフィールについてＱｓｏｃｉａｌ
ユーザに問い合わせる。
【００２９】
　Ｑｓｏｃｉａｌサーバ（図示せず）は、図１の無線ネットワーク１０３の一部になりえ
るか、あるいは別のネットワークの一部になりえる。Ｑｓｏｃｉａｌサーバは、互いに対
して地理的に近い必要は必ずしもない単一サーバ又はサーバのバンクで良いことが当業者
に明らかであろう。更に、サーバはラベルされたサーバである必要もないことも当業者に
明らかであろう。サーバは、プロセッサとメモリを有するネットワーク上の共有デバイス
である。
【００３０】
　一度登録されると、Ｑｓｏｃｉａｌサーバは、ベティーとジェーンのプロフィール及び
位置にアクセスする。そして、Ｑｓｏｃｉａｌサーバは、彼らのプロフィール及び位置に
一致する人々であるベティーとジェーンのプロフィールを送る。ベティーとジェーンは、
一致したプロフィール及び位置のリストから選択する。Ｑｓｏｃｉａｌのインスタントデ
ート機能は、彼らが選択されたということを通知する。この選択は、選択された中からの
暗黙の提案の受諾かもしれないし、あるいは拒否かもしれない。選択、つまり選択された
人が、暗黙の提案を受諾すると、待ち合わせ場所をアレンジすることができる。
【００３１】
　図４は、実施形態に従ったＱｓｏｃｉａｌユーザのための３つの可能な選択を表示して
いるハンドセットを示す。可能な選択が更にある場合、Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、より多
くの可能な選択に対して、スクロールアップ又はスクロールダウンすることができる。
【００３２】
　実施形態では、選択は、登録済みのインスタントデートユーザのプロフィールと一致す
る。あるいは、選択は、希望のプロフィールと一致するか、あるいはプロフィールのサブ
セットと一致するかもしれない。
【００３３】
　プロフィールは、Ｑｓｏｃｉａｌユーザに関する複数の機能を含む。実施形態に従うと
、プロフィールは、年齢、身長、体重、性別、人種／民族、宗教、教育、趣味、及びＱｓ
ｏｃｉａｌユーザのユーザ定義特徴を含む。
【００３４】
　Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、一致する希望のプロフィールを定義することができる。ユー
ザは、いくつかの特徴に関しては関心がないかも知れず、これら特定の特徴に関しては「
気にしない」を指定することができる。例えば、Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、他人の人種、
民族、又は宗教を気にしないかもしれない。一方、Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、希望一致に
関する非常に具体的な要求を持っているかもしれない。例えば、Ｑｓｏｃｉａｌユーザは
、サーファーまたはスケートボーダーとのデートを望み、プロフィールにそのような特徴
を定義するかもしれない。
【００３５】
　実施形態では、Ｑｓｏｃｉａｌは、アクティビティ地図機能を含んでいる。アクティビ
ティ地図は、地理的な領域内でアクティブなＱｓｏｃｉａｌユーザの地図を提供する。ア
クティビティ地図は、アクティブユーザの位置履歴統計量を提供するかもしれない。
【００３６】
　何がアクティブと考えられるかは、アクティビティ地図のアプリケーションに依存する
。例えば、インスタントデートのために使用されるアクティビティ地図は、図５に示すよ
うに、領域内の全てのアクティブな男性５０２及び女性５０４を示すかもしれない。実施
形態では、アクティブユーザは、アクティブであることを示すユーザである。
【００３７】
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　実施形態では、インスタントデート機能は、アクティビティ地図機能を利用する。表示
された候補は、プロフィールと一致し、選択されたアクティビティ地図上でアクティブな
ものである。したがって、プロフィールと一致するが、選択されたアクティビティ地図上
で表示されないＱｓｏｃｉａｌユーザは、実施形態に従うと、候補として示されない。実
施形態では、Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、インスタントデート機能にアクティビティ地図を
関連させる。Ｑｓｏｃｉａｌユーザは、アクティビティ地図のパラメータを変更すること
により、動的にアクティビティ地図を変更してもよい。そのようなパラメータは、経度及
び緯度範囲を含んでいるかもしれない。Ｑｓｏｃｉａｌユーザはまた、アクティビティ地
図の中心を示したり、アクティビティ地図を上下左右にスクロールすることもできる。
【００３８】
　実施形態に従うと、アクティビティ地図の地理的な大きさは、予め定めたパラメータに
ついてユーザ入力によって動的に変更されうる。例えば、予め定めたパラメータが、候補
の表示番号を含んでいるかもしれない。したがって、Ｑｓｏｃｉａｌユーザが、候補の表
示番号のための入力として「１０」を入力すると、現在選択されているアクティビティ地
図は、１０の候補が表示されるように拡大又は縮小されることになる。アクティビティ地
図は入力パラメータに対応する。
【００３９】
　実施形態では、マッチャ（matcher）エンジンが、プロフィールを入力として考慮し、
周知の人口知能技術を用いて、入力されたプロフィールに相応するＱｓｏｃｉａｌユーザ
に対する一致を明確化する。マッチャエンジンは、Ｑｓｏｃｉａｌサーバ上で実行するソ
フトウェアモジュールである。マッチャエンジンは、単なるパターンマッチングに限定さ
れず、例えば、社会学的研究に従って、入力されたプロフィールの特徴がパラメータ化さ
れ重み付けられる機能である。別の実施形態に従うと、マッチャエンジンはまた、ユーザ
が関連すると考えうるあらゆるデータを入力として考慮するユーザによって動的に修正さ
れる。
【００４０】
　実施形態に従うと、Ｑｓｏｃｉａｌは、クラブ交際機能を含む。実施形態では、クラブ
交際機能は、仮登記のみを必要とする。この登録は、ある期間のみ有効である。実施形態
では、この期間はプログラム可能である。プロフィールは、インスタントデート機能に用
いることができるように、マッチング及びフィルタリングのために使用することが可能で
ある。
【００４１】
　実施形態によれば、クラブ交際アプリケーションは、位置ベースサービスを必要としな
い。例えば、ベティーとジェーンがナイトクラブへ行く。ナイトクラブに入った後に、彼
らはクラブ交際機能を使用し、ナイトクラブ交際グループに登録する。彼らは、クラブ内
で互いに認識できるように、カメラ電話を使用して、現在の画像を送る。ベティーは、ダ
ンスをしたい男性を突き止め、彼が登録しているかを確認するために自分の電話で、この
交際グループをブラウズする。ベティーは、ナイトクラブ交際グループの男性を見つけ、
彼に、ダンスの誘いを送る。
【００４２】
　実施形態に従うと、Ｑｓｏｃｉａｌは、会議相手機能を含んでいる。会議相手機能もま
た仮登録を持っているが、イベント及び位置ベースである。登録は、特定イベントのため
の特定の地理的位置内においてアクティブなユーザに限定される。ベティーは、アイダホ
から、サンディエゴでデベロッパーの会議に出席する。ベティーは、自分の会議相手機能
を用いて、会議相手グループに登録する。これは、ＬＢＳアプリケーションに興味を持っ
ていることを示す。会議相手グループの他の登録者は、ベティーが会議相手グループに登
録したことを自分の無線端末ディスプレイ上で見る。そして、会議相手グループの登録者
のうちの２人は、彼女をランチに招待する招待状をベティーのもとへ送る。ベティーは自
分の無線端末のディスプレイを見て、自分に２つの招待が来ていることを知る。そして、
彼女は、これら招待のうちの１つを選択する。この選択は、選択された招待者の無線端末
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ディスプレイ上に表示される。
【００４３】
　実施形態に従うと、Ｑｓｏｃｉａｌは、興味グループ機能を含んでいる。興味グループ
機能は、ＬＢＳアプリケーションを必要とする。興味グループ機能は、必ずしもロマンチ
ックではない。実施形態では、興味グループ機能は、自発的になりえ、オンラインで設定
されうる。例えば、土曜の朝に、アレックスはピックアップバスケットボールをしたい。
アレックスは、自分がバスケットボールのために作る興味グループ機能において、アクテ
ィブであると登録する。Ｑｓｏｃｉａｌの他のアクティブな５人のユーザが、プロフィー
ルにあるように、アレックスと同じ地理的地域をベースとし、バスケットボールに興味を
有する新たに作られた興味グループを知る。この５人のユーザは応答し、興味グループ特
徴を用いて、近隣の公園で会い、３対３のバスケットボールをプレイするアレンジをする
。バスケットボール興味グループ機能を作る際に、アレックスは、バスケットボール興味
グループ機能にタイムリミットを課することができる。
【００４４】
　実施形態では、興味グループ機能は、固定された興味グループになりえる。固定された
興味グループではタイムリミットはない。例えば、バスケットボール興味グループ機能は
既に存在しているかもしれない。したがって、興味グループ機能は、静的又は動的になり
える。
【００４５】
　実施形態に従って、Ｑｓｏｃｉａｌは、製品特徴を含んでいる。クラブ交際機能を用い
て、例えばナイトクラブのようなビジネス施設は、クラブ交際機能の広告主として登録し
、クラブ交際機能のアクティブなユーザに対して飲み物を割引料金で提供することができ
る。この割引を提供する広告は、能動的にも受動的にもなりうる。広告は、このビジネス
施設において交際している場合に、クラブ交際特徴を利用するアクティブなユーザに対し
てプッシュ（push）される。広告は更に、アクティブなユーザに対して受動的に利用する
ことも可能である。ユーザは、広告データベースから広告を引き出さねばならない。広告
をプッシュすることとは対照的に、データベースから広告を引き出すことは、アクティブ
なユーザが広告スポンサーのＱｓｏｃｉａｌデータベースから広告を探索し、見つけ出し
た場合にのみ、広告がアクティブなユーザに対して利用可能になったことを意味する。
【００４６】
　インスタントデート機能はまた、クラブ交際機能のように重要な広告機能をも含んでい
る。広告はプッシュ（push）されることも、プル（pull）されることも可能である。イン
スタントデート機能に対するプッシュ広告の一例は、近くの花屋を位置決めし、ピックア
ップの準備ができたアクティブなユーザに対して、オンライン購入へのアクセスを与える
Ｑｓｏｃｉａｌサーバを含む。
【００４７】
　更に、このインスタントデート機能を使用すると、アクティブユーザは、デート相手の
住所を知らずに、デート相手のためにプリペイドタクシーによるピックアップ／ドロップ
オフをアレンジすることができる。したがって、デート相手の自宅住所は、第三者に秘密
にしておくことができる。実施形態では、デート相手のアクティブ状態は、タクシーのピ
ックアップ／ドロップオフの支払いがなされると自動的に非アクティブとなる。実施形態
では、デート相手は、第三者に住所を知られることを防ぐために、帰宅する前に自分のア
クティブ状態をマニュアルで非アクティブにしなければならない。
【００４８】
　更に、インスタントデート機能と協力して、一旦デートが受諾され合意されれば、ＬＢ
Ｓは、例えば地方の劇場を認識しチケットを購入するために使用される。別の例では、Ｌ
ＢＳは、地元のレストランを認識し予約をするために使用される。
【００４９】
　実施形態では、Ｑｓｏｃｉａｌ機能は、インスタントデート、アクティビティ地図、ク
ラブ交際、会議相手、興味グループ、及び製品機能を選択として持つメニューを含む。
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【００５０】
　実施形態では、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）がＱｓｏｃｉａｌ機能と
共に使用される。
【００５１】
　図６は、実施形態に従ってソーシャルネットワークを作成する位置ベースサービスを提
供する方法の一般的なフローチャート６００を示す。ステップ６０２では、無線端末から
機能が起動される。この機能を起動するため、当該技術におけるあらゆる周知技術が使用
されうることが、当業者に明白となるであろう。ステップ６０４では、ユーザは、無線端
末から、機能に関連する位置ベースサービスに登録する。ステップ６０６では、この機能
のユーザのプロフィールが作成される。ステップ６０８では、プロフィール及び地理的位
置に基づいて、デートの候補者が表示される。
【００５２】
　実施形態では、無線端末ユーザのプロフィール及び位置に基づいて、無線端末が広告の
ターゲットとされる。図７は、ターゲット広告を有するソーシャルネットワークを作成す
るための位置ベースサービスシステムの機能ブロック図を示す。図７は、実施形態に従っ
て、位置ベースサービス７０５に接続された無線ネットワーク７０３と、Ｑｓｏｃｉａｌ
サーバ７０７と、広告サーバ（ＡＤサーバ）７１１とを備えた無線リンクによって通信す
る無線端末７０１を示す。Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７は更に、マッチャ７０８およびユ
ーザプロフィール７０９を含む。
【００５３】
　Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７は、無線ネットワーク７０３の一部になりえるか、あるい
は別のネットワークの一部にもなりえる。Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７、ＬＢＳ　７０５
、及び広告サーバ７１１は、単一のサーバ、あるいは互いに必ずしも地理的に近接する必
要はない複数のサーバのバンクを用いて実現できることが当業者に明らかになるであろう
。更に、Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７の要素を、個別のサーバを使用して実現することも
できる。したがって、マッチャ７０８およびユーザプロフィール７０９は、個別のサーバ
上に配置することができるが、マッチャが、ユーザプロファイル７０９との読み書きを行
うために、互いに結合することもできる。
【００５４】
　図７の機能ブロックには多くの構成があることが当業者には明らかになるであろう。従
って、例えば、無線ネットワーク７０３にＱｓｏｃｉａｌサーバ７０７を直接的に接続す
る一方、無線ネットワーク７０３およびＱｓｏｃｉａｌサーバ７０７にＬＢＳ　７０５を
直接的に接続することもできる。
【００５５】
　実施形態では、ユーザは、ＬＢＳアプリケーション又はＬＢＳ機能を使用するために、
自分のプロフィールを入力しなければならない。あるいは、別の実施形態では、ＬＢＳア
プリケーション又はＬＢＳ機能を使用するためにプロフィールは必要とされない。実施形
態では、ユーザは、ターゲット広告のために自分のプロフィールが使用されることに対し
て許可を与えねばならない。あるいは、別の実施形態では、ユーザのプロフィールがター
ゲット広告のために使用されることについての許可は必要ではない。
【００５６】
　ターゲット広告に関する実施形態では、Ｑｓｏｃｉａｌアプリケーションは、次の拡張
サービス（extention）を含みうる。　
・アプリケーションの使用が許可される各ユーザによってプロフィールが登録されること
を必要とする拡張サービス。　
・加入者のアクティビティ状態を返す拡張サービス。　
・加入者のリアルタイム位置情報を返す拡張サービス。　
・ユーザによるＬＢＳのアクティブな使用の間、広告を表示するための無線端末ユーザイ
ンタフェースにおける拡張サービス及び対策。
【００５７】
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　広告サーバ７１１は、広告コンテンツを含むメモリを含んでいる。実施形態では、広告
サーバ７１１は、ユーザのプロフィール及び位置に基づいて広告コンテンツを配信する。
ＬＢＳ　７０５は、Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７へ、アクティブユーザの位置を示すメッ
セージを送る。Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７は、アクティブユーザのプロフィールおよび
位置を示すメッセージを広告サーバ７１１へ送る。広告サーバ７１１は、アクティブユー
ザのプロフィール及び位置を読む。広告サーバ７１１は、アクティブユーザのプロフィー
ル及び／又は位置に基づいて、広告コンテンツを含むメッセージをＱｓｏｃｉａｌサーバ
７０７へ送る。Ｑｓｏｃｉａｌサーバ７０７は、それを無線ネットワーク７０３を介して
無線端末７０１へ送信する。
【００５８】
　実施形態では、広告は、無線端末ユーザが使用しているアプリケーションのタイプと、
無線端末ユーザの位置とのみに基づいてサーバ７１１から無線端末７０１へと配信される
。例えば、広告サーバ７１１は、無線端末ユーザのプロフィールを必要とせずに、ピザ用
の広告を配信するが、ボウリングアプリケーションを使用しており、かつこのピザ広告の
スポンサーであるピザレストランの地理的に近くにいる無線端末ユーザに基づいてピザ広
告を配信するかもしれない。広告サーバ７１１へプログラムされたこの仮定は、ボウリン
グアプリケーションを使用する人々が更にピザを望む可能性がありそうであるということ
である。
【００５９】
　実施形態では、広告サーバ７１１は、広告サーバ７１１から配信された広告コンテンツ
を利用する無線端末ユーザのプロフィールを追跡する。例えば、広告サーバ７１１は、配
信された広告コンテンツに関する更なる情報を必要とする無線ユーザのプロフィールを追
跡することができる。広告サーバ７１１は、無線ユーザのプロフィールを追跡するのみな
らず、広告コンテンツが無線ユーザに配信された後、無線ユーザによってなされた動作を
も追跡する。例えば、広告サーバ７１１は、ユーザが、この広告コンテンツのスポンサー
に頻繁に通うかどうかを追跡することができる。これは、スポンサーの最も近い地域内の
無線端末を位置決めすることによって決定することができる。
【００６０】
　広告コンテンツのオンラインスポンサーは、履歴トラッキングデータを使用できるのみ
ならず、従来のオフライン広告もまた、例えば、広告コンテンツを通知するために、その
ような履歴トラッキングデータを利用することができる。
【００６１】
　広告サーバ７１１は、広告されている広告コンテンツを追跡する課金ソフトウェアを含
む。当該技術で周知の多くの課金システムのうちの何れもが利用されうることが当業者に
明白になるであろう。
【００６２】
　実施形態では、無線端末ユーザは、アプリケーションダウンロード合意の一部として広
告を受信することに合意する。無線端末ユーザのプロフィール及び位置によってターゲッ
トとされている広告に加えて、広告は時刻にも基づくことができる。したがって、レスト
ランは、このレストランの地理的領域にある無線端末ユーザのために朝は朝食の、昼は昼
食の、夕方は夕食の広告をプッシュする広告サーバ７１１を持つことができる。
【００６３】
　実施形態では、無線端末ユーザは、そのようなポップアップによる広告を見るために邪
魔されない。むしろ、広告は、移動中及び待ち時間中に、アプリケーションへ組み込まれ
る。加入者が無線端末上で既にアプリケーションを使用している間、広告が表示される。
【００６４】
　実施形態では、広告は、関連する表示期間を持っている。したがって、広告は、例えば
５秒間表示されるかもしれない。この表示期間は、加入者の広告に対する許容度、統合さ
れるアプリケーション、及び広告に対するスポンサーの支払いを含む多くの要因に依存し
うる。
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【００６５】
　表示される広告に加えて、広告はまた、加入者の無線端末の広告メールボックスに送ら
れうる。したがって、広告は、加入者が将来見るために、広告メールボックスに保存され
る。例えば、そのような広告はクーポンを含んでいる。
【００６６】
　図８は、実施形態に従って広告を表示する位置ベースのサービスを提供する方法の一般
的なフローチャート８００を示す。ステップ８０２では、無線端末から機能が起動される
。この機能を起動するために、当該技術におけるあらゆる周知技術が使用可能であること
が当業者に明白になるであろう。ステップ８０４では、ユーザは、無線端末から、デート
機能に関連する位置ベースサービスに登録する。ステップ８０６では、この機能のユーザ
のプロフィールが作成される。ステップ８０８では、プロフィールと、無線端末の地理的
位置とに基づいて広告が表示される。
【００６７】
　実施形態では、アクティビティ地図が機能に関連しうる。無線端末の地理的位置に基づ
いて広告を表示することは、関連するアクティビティ地図上に表示されている無線端末に
基づく。例えば、１平方マイルのアクティビティ地図は、２つの広告スポンサーを含むか
もしれない。この場合、１平方マイルのアクティビティ地図を持つ無線端末ユーザは、２
つのスポンサーからターゲットにされる。一方、２平方マイルのアクティビティ地図は、
７つの広告スポンサーを含むかもしれない。この場合、２平方マイルのアクティビティ地
図を持つ無線端末ユーザは、７つのスポンサーからターゲットにされる。
【００６８】
　当業者であれば、更に、ここで開示された実施形態に関連して記載された様々な説明的
論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェ
ア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理
解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、
様々に例示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能
に関して一般的に記述された。それら機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして
実現されているかは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられている設計制
約に依存する。熟練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更した方
法で上述した機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱
したものと解釈されるべきではない。
【００６９】
　ここで開示された実施形態に関連して記述された様々の説明的論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、アプリケーシ
ョンに固有の集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトラン
ジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、又は上述された機能を実現するため
に設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現又は実行されうる。汎用プロセッサと
してマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能であ
る。プロセッサは、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイク
ロプロセッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ以上のマイクロプロセッサ、またはこのよう
な任意の構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能である。
【００７０】
　ここで開示された実施形態に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハ
ードウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み
合わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラ
ッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハー
ドディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られてい
るその他の型式の記憶媒体に収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情
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報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。
または、記憶媒体はプロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣ
内に存在することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存在することもできる。あるい
はこのプロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
【００７１】
　開示された実施形態における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる人であって
も、本発明の活用または利用を可能とするように提供される。これらの実施形態への様々
な変形例もまた、当該技術分野における熟練者に対しては明らかであって、ここで定義さ
れた一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱せずに他の実施形態にも適用されう
る。このように、本発明は、ここで示された実施形態に制限されるものではなく、ここで
記載された原理と新規の特徴に一致した最も広い範囲に相当するものを意図している。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月29日(2009.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置ベースサービスで使用される無線端末であって、
　アンテナと、
　位置情報を含む無線信号を前記アンテナから送受信するように構成された全地球測位シ
ステム受信機と、
　ターゲット広告を含む位置ベースサービスアプリケーションを、前記位置情報に基づい
て操作するように構成されたプロセッサと
を備える無線端末。
【請求項２】
　前記位置情報に基づいて広告を表示するように構成されたディスプレイを更に備える請
求項１の装置。
【請求項３】
　前記広告は、移動期間中及び待機期間中に表示される請求項２の装置。
【請求項４】
　前記ターゲット広告は、時刻に基づく請求項１の装置。
【請求項５】
　前記全地球測位システム受信機は、前記位置情報をＧＰＳ衛星から受信する請求項１の
装置。
【請求項６】
　広告サーバであって、
　広告コンテンツを格納する手段と、
　ユーザのプロフィール及び位置に基づいて、無線端末に前記広告コンテンツを配信する
手段と
を備える広告サーバ。
【請求項７】
　前記広告コンテンツを配信する手段は、無線端末ユーザが使用しているアプリケーショ
ンのタイプにのみ依存する請求項６の広告サーバ。
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